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1

【大宮区役所建て替えについて】
新庁舎の屋上の使い方は何か決めているのか。災害時に
活用する予定はあるのか。例えば、ヘリコプターが下りられ
るとか、そういう考えはあるのか。

屋上は機械室となっており、市民の方が使うことや、ヘリポート
を作る計画にはなっておりません。なお、災害時にはフリース
ペースにて帰宅困難者を受け入れる計画になっております。
【市民局区政推進部大宮区役所新庁舎建設準備室】

2

【大宮区役所建て替えについて】
タワーパーキングが参道側にできるようだが、景観を活か
せているのか。

タワーパーキングの位置は、参道側ではなく、氷川参道の景観
は活かせています。【市民局区政推進部大宮区役所新庁舎建
設準備室】

3

【大宮区役所建て替えについて】
高齢者など様々な方が利用する中で、エスカレーターが一
番利用しやすいと思う。またエレベーターは大きいといって
も、人の輸送がスムーズにできるわけではない。その点も
考慮して計画を立ててほしい。

そのような意見も真摯に受けとめまして、検討させていただきま
す。【市民局区政推進部大宮区役所新庁舎建設準備室】

4

【大宮区役所建て替えについて】
整備基本方針の７方針あるが、この項目の優劣順位はある
のか。

整備基本方針は、どれも並列で達成していきたいと考えており
ます。【市民局区政推進部大宮区役所新庁舎建設準備室】

5

【大宮区役所建て替えについて】
事業者提案の資料はもらえないのか。

事業者提案資料の配布は、クロスポイントで作成しているもの
であるため、また、まだ基本設計の業務をしている段階で、今後
内容が変わりうることもあり、この段階で配布すると情報が混乱
するため、配布しておりません。【市民局区政推進部大宮区役
所新庁舎建設準備室】

6

【大宮区役所建て替えについて】
エスカレーターについては関心が高い。一般的な認識から
は、バリアフリーの中で、エスカレーターがどう位置づけら
れるのか。下りのエスカレーターを設置しないということだ
が、バリアフリーの方針と整合性は取れるのか。区民に利
用しやすい施設というのが整備基本方針の１つ目にきてい
た。高齢者は上りより下りの階段のほうが厳しいというのが
一般的な了解事項だと思うが、その点はどう考えているの
か。

要求水準書でエスカレーターを入れなかったのは、エスカレー
ターの機能がバリアフリー法上の基準を満たすことにはならな
いためでありまして、バリアフリー法上の基準を満たすために
は、エレベーターの設置が基本となっております。今回はあくま
で図書館のアクセスの利便性向上という、プラスアルファの機
能としてエスカレーターの設置が提案されました。
「利用しやすい施設にするということが重要ではないか」とのこ
とですが、それも大事と考え、みなさんから広く意見をもらい、取
り入れたいということで、市民ワークショップを開催させていただ
いています。【市民局区政推進部大宮区役所新庁舎建設準備
室】

7

【自治会加入促進について】
資料のアンケート結果のデータが古いので、昨年度のデー
タが欲しい。また、行政からの依頼事項が多いうということ
について、どう考えているか。

本アンケートは、平成２４年度に８５０自治会を対象として実施し
たアンケートで、毎年の実施は自治会にも負担をおかけするこ
ととなりますので、タイミングをみて対応していきたいと考えてお
ります。
「行政からの依頼事項が多い」というのは、ご指摘のとおりです
が、お願いする以上、自治会に手間をかけない工夫を考えてま
いります。以前は各所管でそれぞれ送っていた広報物も一括送
付するようになりました。負担の軽減には積極的に取り組み、
何でもお願いするということではなく、関係課と調整し、精査した
うえで依頼するようにしていきたいと考えております。【市民局市
民生活部コミュニティ推進課】

8

【自治会加入促進について】
市や区が加入促進をするのはなぜか。自治会に入らない
場合の不利益は何か。

自治会に入らなかった場合、地域とのつながりが得られにくくな
ると考えます。例えば自治会に入っていれば、回覧板等の受け
渡しで声を掛け合う機会ができ、日頃から地域のつながりがで
きれば、いざというときに安心と感じることができます。災害時に
どのように行動するべきかという情報共有や、子どもの見守りな
ど、身近な協力者を得られる可能性も高いと考えております。
【市民局市民生活部コミュニティ推進課】
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9

【自治会加入促進について】
今年のリーダー視察研修で、宇都宮自治会連合会より、自
治会加入促進の研修を受けた。
不動産業者を通して若い人たちも転入してくるので、不動産
業者にもチラシを配ってもらいたい。

今年度も、さいたま市自治会連合会及び(公)埼玉県宅地建物
取引業協会市内各支部と本市との間で、加入促進に向けた話
し合いの機会を設ける予定です。宅建業協会の加盟店舗（１００
０店以上）に、自治会加入促進リーフレットを設置し、配布しても
らう予定です。
行政は転入者、建築主、未加入者への啓発が中心となるので、
これらの人が地域に目を向けるように啓発し、地域に目を向け
ていただくことができれば、皆様が受け止めてくれると期待して
おりますので、その努力を継続していきたいと考えております。
【市民局市民生活部コミュニティ推進課】


